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次
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よ
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関
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指
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健
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政
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…

�
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生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
所
在
地
並
び
に
居
宅
介
護
事

業
所
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名
称
及
び
所
在
地
変
更
の
届
出

(

同

)

…

�

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
所
在
地
変
更
の
届
出

(
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)

…
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○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
廃
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の
届
出

(

同

)

…

�

○
生
活
保
護
法
に
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出
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お
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さ
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補
の
制
限
の
一
部
解
除
の
指
示

(

事

務

局)

…
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告

示

青
森
県
告
示
第
九
百
一
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
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成
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年
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五
日
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居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

有
限
会
社
福

祉
企
画
サ
ー

ビ
ス
す
ま
い

る

青
森
市
松
森
二
丁

目
一
三
の
六

訪
問
介
護

有
限
会
社
福

祉
企
画
サ
ー

ビ
ス
す
ま
い

る
ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー
シ
ョ

ン

青
森
市
松
森
二
丁

目
一
三
の
六

平
成

��

･

��･

�

有
限
会
社
青

い
森
介
護
事

業
所

青
森
市
緑
一
丁
目

一
の
三
六

〃

有
限
会
社
青

い
森
介
護
事

業
所

青
森
市
緑
一
丁
目

一
の
三
六

��

･

��･

�

有
限
会
社
エ

ム
ケ
イ
商
事

青
森
市
は
ま
な
す

二
丁
目
一
八
の
一

六

〃

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ィ
シ
ョ
ン

ほ
の
ぼ
の

青
森
市
は
ま
な
す

二
丁
目
一
八
の
一

六

三
浦
歯
科
二

階

��

･

��･

�

社
会
福
祉
法

人
さ
く
ら
会

十
和
田
市
東
二
番

町
二
の
五
〇

訪
問
看
護

ご
の
へ
訪
問

看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
ｉ
ｎ

さ
く
ら
荘

三
戸
郡
五
戸
町
大

字
倉
石
中
市
字
新

山
平
六
四
の
一

��

･

��･

�

社
会
福
祉
法

人
宏
仁
会

東
津
軽
郡
平
内
町

大
字
小
湊
字
薬
師

堂
六
三
の
二
三

通
所
介
護

ケ
ア
サ
ポ
ー

ト
セ
ン
タ
ー

つ
ば
き
荘

東
津
軽
郡
平
内
町

大
字
東
田
沢
字
無

沢
一
四
の
一

〃

医
療
法
人
蛍

慈
会

青
森
市
大
字
浅
虫

字
蛍
谷
六
五
の
三

七

認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
蛍

青
森
市
大
字
浅
虫

字
蛍
谷
三
二
七
の

三

��

･

��･

�

有
限
会
社
田

中
運
送
グ
ル

ー
プ
ホ
ー
ム

た
な
か

北
津
軽
郡
鶴
田
町

大
字
鶴
田
字
小
泉

三
三
〇
の
一
三
三

一

〃

グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
た
な
か

北
津
軽
郡
鶴
田
町

大
字
鶴
田
字
小
泉

三
〇
四
の
一

��

･

��･

��

倉
石
ハ
ー
ネ

ス
株
式
会
社

三
戸
郡
五
戸
町
大

字
倉
石
中
市
字
上

ミ
平
一
の
一

〃

グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
さ
い
荘

下
北
郡
佐
井
村
大

字
佐
井
字
原
田
川

目
一
九
の
一
九

��

･

��･

�

平
成
十
七
年

十
二
月
五
日

(

月
曜
日)

第
二
千
五
百
六
十
三
号



( )

青
森
県
告
示
第
九
百
二
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
所
在
地
並
び
に
居
宅

介
護
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二

第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
九
百
三
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
所
在
地
を
変
更
し
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
九
百
四
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
九
百
五
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
再
開
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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変

更

年
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変
更
前

十
和
田
市
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四
番
町
三
の

一

十
和
田
市
西

四
番
町
三
の

一

変
更
後

有
限
会
社
上

十
三
ケ
ア
・

サ
ポ
ー
ト

十
和
田
市
西

三
番
町
一
四

の
二
一

訪
問
介
護

上
十
三
ケ
ア

・
サ
ポ
ー
ト

訪
問
介
護
事

業
所

十
和
田
市
西

三
番
町
一
四

の
二
一

平
成

��

･

��･

��

変
更
前

グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
ミ
ン
ト
佃

か
な
え

変
更
後

株
式
会
社
ラ

イ
フ
セ
ー
バ
ー

コ
ー
ポ
レ
ー

シ
ョ
ン

青
森
市
大
字

滝
沢
字
下
川

原
一
四
の
一

認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
ミ
ン
ト
つ

く
だ

青
森
市
中
佃

三
丁
目
一
八

の
九
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居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

株
式
会
社
ラ

イ
フ
セ
ー
バ

ー
コ
ー
ポ
レ

ー
シ
ョ
ン

青
森
市
大
字
滝
沢

字
下
川
原
一
四
の

一

認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
ミ
ン
ト

佃
な
ご
み

青
森
市
中
佃
三
丁

目
一
八
の
九

平
成

��

･

��･

��



( )

青
森
県
告
示
第
九
百
六
号

昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
八
百
六
号

(

青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
二
号
の
表
中

｢

東
北
労
働
金
庫
青
森
支
店

青
森
市
新
町
二
丁
目

を

｣

｢

東
北
労
働
金
庫
青
森
支
店

青
森
市
本
町
三
丁
目

に
改
め
る
。

｣

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
赤

石
川
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十

七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
五
日

西
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

笹

森

新

一

海
区
漁
業
調
整
委
員
会

青
森
県
西
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
六
号

漁
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)

第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
型

ク
ラ
ゲ
の
大
量
来
遊
に
よ
る
漁
業
被
害
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
青
森
県
西
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

指
示
第
四
号
で
指
示
し
た
さ
け
採
補
の
制
限
の
一
部
解
除
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
五
日

青
森
県
西
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

船

橋

正

良

平
成
十
七
年
九
月
十
六
日
付
け
青
森
県
西
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
四
号
の
三
に
よ
り
指

示
し
た
さ
け
採
補
の
制
限
に
つ
い
て
、
次
の
表
の
と
お
り
、
そ
の
一
部
を
解
除
す
る
。
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居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

再

開

年
月
日

有
限
会
社
上
十
三

ケ
ア
・
サ
ポ
ー
ト

十
和
田
市
西
三
番

町
一
四
の
二
一

上
十
三
ケ
ア
・
サ

ポ
ー
ト
居
宅
介
護

支
援
事
業
所

十
和
田
市
西
三
番

町
一
四
の
二
一

平
成

��･

��･

�

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

監

事

〃〃〃〃〃

佐
藤

清
徳

内
山

晴
弘

工
藤

幸
弘

佐
藤

清
徳

内
山

晴
弘

工
藤

幸
弘

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
種
里
町
字
有
原
一
五

〇〃

〃

大
字
姥
袋
町
字
霜
坂
熊
ケ

沢
四
一
の
一

〃

〃

大
字
南
金
沢
町
字
平
塚
一

三
四

〃

〃

大
字
種
里
町
字
有
原
一
五

〇〃

〃

大
字
姥
袋
町
字
霜
坂
熊
ケ

沢
四
一
の
一

〃

〃

大
字
南
金
沢
町
字
平
塚
一

三
四

平
成

��

･

�･

��就
任

〃〃��･

�･

��退
任

〃〃



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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区

分

海

域

期

間

漁

業

解
除
前

陸
奥
湾
の
海
域
及
び
東
津
軽
郡

外
ヶ
浜
町
字
平
舘
、
金
釜
岩

(

鉾
ケ
崎
の
東
端)

に
設
置
し

た
標
柱
か
ら
真
方
位
四
十
一
度

三
十
分
の
線
以
南
の
海
域

平
成
十
七
年
十
一
月
十

五
日
か
ら
同
月
十
八
日

ま
で
及
び
同
年
十
二
月

十
二
日
か
ら
同
月
十
四

日
ま
で

小
型
定
置
漁
業
、
固

定
式
さ
し
網
漁
業
及

び
は
え
な
わ
漁
業

解
除
後

同

右

平
成
十
七
年
十
一
月
十

五
日
か
ら
同
月
十
八
日

ま
で

同

右


